
報告事項（７） 

 

鳥取市立学校アドバイザーの設置について 

 

１ 事業の経過、目的 

 近年、校長等管理職の大量退職が続いており、学校経営上の支障が懸念されていたた

め、新任管理職や中堅職員への助言・指導を専門に行う新任管理職等特任指導主事を平

成２６年度から配置していたが、令和２年度末で終了となる。 

今後も校長等管理職や中堅職員の大量退職が見込まれるため、安定した学校経営、学

校管理運営、教職員管理等が行えるよう、鳥取市立学校アドバイザー（以下「学校アド

バイザー」という。）を設置し、管理職等の資質向上を図る。 

 

２ 学校管理職の状況                           （人） 

    校長 うち新任 教頭(副校長) うち新任 

令和元年度 58 10 64 9 

令和２年度 56 17 63 20 

令和３年度 56 19 63 19 

令和４年度 56 14 63 15 

令和５年度 56 10 63 13 

令和６年度 56 13 63 16 

 

３ 職務について 

学校アドバイザーは、教育委員会と連携して、次に掲げる職務を行うこととする。 

・学校経営に関する助言及び指導 

・学校管理運営に関する助言及び指導 

・教職員管理に関する助言及び指導 

・その他、事業の目的を遂行するために教育委員会が必要と認めること。 

 

４ 委嘱及び任期について 

・学校アドバイザーは、学校管理職経験者とし、教育長が委嘱するものとする。 

・学校アドバイザーの任期は１年とする。 

 

５ 謝金等 

１回あたり１，５００円とする。（活動は平均 1.5 時間） 

 

＜参考＞ 

新任管理職等特任指導主事 

  平成２６年度～平成３０年度 ＠1,100 円/ｈ×週 12 時間×51 週×2 名 

  令和 元年度～令和 ２年度 ＠127,600 円×12 月×1 名 

３月定例教育委員会資料 

年月日 令和３年３月３０日

担当課 学校教育課 


